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大 　 向 　 智 　 浩

十和田税務署　人事異動（７月10日付）　幹部職員の紹介
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十和田税務署だより十和田税務署だより

お勧めのキャッシュレス納付方法

ダ イ レ ク ト 納 付 インターネットバンキング等

クレジットカード納付

e-Taxで
申告・納税 口座引落し

インターネットバンキング等を操作し納付

専用サイトで必要事項を入力し納付

　e-Taxを操作して指定した預貯金口座から
振替により納付する手続です。

【問い合わせ先】　十和田税務署　管理運営部門
　　　　　　　　☎（0176）23－3151（代表）

　契約しているインターネットバンキング
等から納付する手続です。※注１

　「国税クレジットカードお支払いサイト」
から納付する手続です。※注２

税務署への届出 要
納 付 手 数 料 不要

税務署への届出 不要
納 付 手 数 料 原則不要

税務署への届出 不要
納 付 手 数 料 要

◆自動ダイレクトでさらに便利に！
　申告等データを送信する画面で「自動ダイ
レクトを利用する」旨の項目にチェックを入
れて送信すると、申告等データの送信と併せ
てダイレクト納付の手続をすることができ、
申告と納付手続きが同時に完了します。

・インターネットバンキング等を利用している

・インターネットで事前に残高を確認してから
納付したい

・主にクレジットカード決済を利用している

・納付する機会が多い
・手数料がかからない手続を利用したい
・納付日付を指定したい
・複数口座での振替を利用したい

e-Taxを利用している（又は今後利用したい）

キャッシュレス納付のメリット

e-Taxを利用していない

・金融機関や税務署の窓口に行かなくても非対面でＯＫ
・待ち時間なし
・時間を問いません（e-Taxの利用時間及び金融機関システムの稼働
時間等によっては利用できない時間帯があります）

※注１…インターネットバンキングの納付手数料は
不要ですが、インターネットバンキングや
ATM等の利用のための手数料がかかる場
合があります。

※注２…徴収高計算書の提出が必要な源泉所得税の
納付にはe-Taxの利用が必要です。
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　　戸来亮税理士・行政書士事務所

所　長 　戸　来　　　 亮 氏

ひとことアドバイスひとことアドバイスひとことアドバイス
税理士か

らの

相続等となっております。こちらについては、

税制改正において延長されることはありませ

んでした。今後もなさそうです。

　ここで、改正に絡み注意しておきたいこ

とがあります。『特例承認計画』を令和８年

３月31日までに提出したとします。そして、

計画どおり後継者への株式の贈与を９年12

月31日までに行ったとします。提出も贈与

も期限内なので、翌年の贈与税の申告で納税

猶予が受けられるかというと、ここでもう一

つクリアしておかなければならないことがあ

ります。それは、後継者が「贈与の日まで引

き続き３年以上を会社の役員であること」と

いうことです。

　『特例承認計画』の提出は２年延長になり

ましたが、贈与等については変わらず令和９

年12月31日まで。「贈与の日まで３年」とい

うことは、そうです、今年令和６年中に後継

者をまずは役員にすることから始めなければ

ならないのです。お早めに、ただし、くれぐ

れも慎重に計画を立ててください。

　かねてから、中小企業者の円滑な事業承継

を支援するために、法人の場合、非上場会社

の株式に係る贈与税・相続税の納税が猶予及

び免除される法人版事業承継税制という制度

があります。これが平成30年度税制改正で

抜本的に拡充され（いわゆる特例措置です）、

はや５年以上が経ちました。

　この特例措置については、従来（いわゆる

一般措置）では無かった要件が２点あります。

　１点目は、『特例承認計画』を都道府県知

事に提出し、確認を受ける必要があることで

す。当初、この提出期限は今年令和６年３月

31日まででしたが、令和６年度税制改正で

２年延長され、令和８年３月31日までにな

りました。この『特例承認計画』の提出がな

いと納税猶予は受けられません。ただ、これ

を提出したら必ず株式の贈与・相続等をしな

ければならないということではありませんの

で、とりあえず提出しておくのも一つの方法

かもしれません。

　２点目は、適用期限が決められているとい

うことです。令和９年12月31日までの贈与・

法人版事業承継税制について
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20242024 10月11日（金） 午後６時10月11日（金） 午後６時
サン・ロイヤルとわだサン・ロイヤルとわだ

●幸　運　賞
ReFa

●ダイヤモンド賞
T-fal

●エメラルド賞

●会　長　賞

●イベント実行委員長賞

豪華景品の当選者（上位のみ）

女性部会より

参加者はウェルカムドリンクで

このテーブルの方  当たっています！！

この景品（第２部用）が皆様に渡りました
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６日（水）

27日（水）

決算法人説明会（９～12月決算法人対象）
 （十和田奥入瀬合同庁舎１階会議室）

年末調整説明会（サン・ロイヤルとわだ）

11 月スケジュール

◆本　部

　本取り組みは、国税庁、日税連の協力により法
人会で作成した「自主点検チェックシート」によ
り、企業自らが内部統制面や経理面の資質向上に
向け自主点検を行い、これを通じて企業の成長を
めざし、ひいては税務リスクの軽減にもつながる
ことを期待するものです。
　自主点検チェックシートは、当法人会のホーム
ページからダウンロードができますので、是非と
もご活用ください。 （後援 : 国税庁）

　「法人会は税のオピニオンリーダーとして企業
の発展を支援し、地域の振興に寄与し、国と社会
の繁栄に貢献する経営者の団体」として全国で約
70万社の企業が加入しています。
　公平で健全な税制実現のため、会員企業の声を
立法府等にアピールするとともに、税の啓発や租
税教育を積極的にすすめています。
　当会では、新会員を募集しております。会員の
皆様方のお知り合いで未加入企業がありましたら、
是非ご紹介をお願いいたします。併せて、青年部
会員と女性部会員も募集中 !

企業税務コンプライアンス
向上のための取組

新会員募集中！

http://houjin-13.or.jp/

連絡先／公益社団法人 上十三法人会
☎0176－25－3435
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